
　　　　第１回部会（平成29年1月24日（火））
　　　　　◆時間：13:30～17:00
　　　　　◆場所：ネストホテル那覇

　　　　第2回部会（平成29年2月9日（木））
　　　　　◆時間：13:30～17:00
　　　　　◆場所：ネストホテル那覇

　　　　第3回部会（平成29年3月1４日（火））
　　　　　◆時間：13:30～17:00
　　　　　◆場所：検討中

産業振興部会開催日程及び主な議題について

１．沖縄21世紀ビジョン基本計画（仮称）（案）について

　第３章　基本施策
 　 １　沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島を目指して
　　　⑶　低炭素島しょ社会の実現
　　　　イ　クリーンエネルギーの推進

　　　⑸　文化産業の戦略的な創出・育成
　　　　イ　伝統工芸品等を活用した感性型ものづくり産業の振興

　　３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　　　⑶　情報通信関連産業の高度化・多様化
　　　　ア　情報通信関連産業の立地促進
　　　　イ　県内立地企業の高度化・活性化
　　　　ウ　多様な情報系人材の育成・確保
　　　　エ　情報通信基盤の整備

　　　⑷　アジアと日本の架け橋となる国際物流拠点の形成
       　 ア　臨空・臨港型産業の集積による国際物流拠点の形成促進
        　イ　県内事業者等による海外展開の促進

　　　⑸　科学技術の振興と知的・産業クラスターの形成
       　 ア　研究開発・交流の基盤づくり
        　イ　知的・産業クラスター形成の推進
        　ウ　研究開発成果の技術移転による地場産業の高度化
        　エ　科学技術を担う人づくり

　　　⑹　沖縄の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出
        　イ　環境関連産業の戦略的展開
        　ウ　海洋資源調査・開発の支援拠点形成
        　エ　金融関連産業の集積促進

　　　⑻　地域を支える中小企業等の振興
        　ア　中小企業等の総合支援の推進
        　イ　商店街・中心市街地の活性化と商業の振興

　　　⑼　ものづくり産業の振興と地域ブランドの形成
       　 ア　ものづくり産業の戦略的展開
        　イ　県産品の販路拡大と地域ブランドの形成
        　ウ　安定した工業用水・エネルギーの提供

　　　⑽　雇用対策と多様な人材の確保
        　ア　雇用機会の創出・拡大と求職者支援
        　イ　若年者の雇用促進
        　ウ　職業能力の開発
        　エ　働きやすい環境づくり
        　オ　駐留軍等労働者の雇用対策の推進
        　カ　沖縄県産業・雇用拡大県民運動（みんなでグッジョブ運
　　　　　動）の推進

　　５　多様な能力を発揮し、未来を拓く島を目指して
　　　⑸　産業振興を担う人材の育成
　　　　ア　リーディング産業を担う人材の育成
　　　　イ　地域産業を担う人材の育成
　　　　ウ　新産業の創出や産業のグローバル化を担う人材の育成

　　※記載以外の項目に対する意見について

１．前回の意見を踏まえた改正案についての審議

２．新たな意見の追加

３．沖縄21世紀ビジョン基本計画（仮称）（案）について

　第３章　基本施策
　　３　希望と活力にあふれる豊かな島を目指して
　　　⑴　自立型経済の構築に向けた基盤の整備
　　　　エ　国際ネットワークの構築、異動・郵送コストの低減及び
　　　　　物流対策強化

　　４　世界に開かれた交流と共生の島を目指して
　　　⑵　国際協力・貢献活動の推進
　　　　ア　アジア・太平洋地域の共通課題に対する技術協力等の推進

　第５章　圏域別展開
　　３　圏域別展開の基本方向
　　　⑴　北部圏域
　　　　イ　圏域の特色を生かした産業の振興
　　　　　(ｳ)　地域リーディング産業の振興
　　　　　(ｴ)　商工業の振興
　　　⑵　中部圏域
　　　　イ　圏域の特色を生かした産業の振興
　　　　　(ｲ)　情報通信関連産業の振興
　　　　　(ｳ)　臨空・臨港型産業の振興と産業イノベーションの推進
　　　　ウ　国際交流・貢献等の推進
　　　⑶　南部圏域
　　　　イ　圏域の特色を生かした産業の振興
　　　　　(ｲ)　情報通信関連産業の振興
　　　　　(ｳ)　臨空・臨港型産業の振興と産業イノベーションの推進

　　　⑷　宮古圏域
　　　　ウ　圏域の特色を生かした産業の振興
　　　　　(ｱ)　観光リゾート産業等の振興と産業イノベーションの推進

　　　⑸　八重山圏域
　　　　ウ　圏域の特色を生かした産業の振興
　　　　　(ｱ)　観光リゾート産業等の振興と産業イノベーションの推進

４．調査審議結果の取りまとめ（※意見に対する審議が整い、継続審議の
必要がない場合）

１．前回までの意見を踏まえた改正案についての審議

２．調査審議結果の取りまとめ

資料９


